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住宅の耐震診断・耐震改修推進のための 

戸別訪問マニュアル（案） 

Ｑ＆Ａ集 
 

 

 

 

 

Ｑ１：過去にどのような地震があって、被害を受けたのですか。 

Ｑ２：昭和56年以前の住宅には、なぜ耐震化が必要なのですか。 

Ｑ３：南海トラフの巨大地震とは、どのようなものですか。 

Ｑ４：震度と家屋の倒壊に関係はありますか。 

Ｑ５：住宅を耐震化すると被害が減るのですか。 

Ｑ６：耐震性のない住宅は、どのように見分けるのですか。 

Ｑ７：昭和56年5月以前に着工された住宅かどうかの確認方法はありますか。 

Ｑ８：高齢者ですので、耐震化の必要を感じていませんが、いかがですか。 

Ｑ９：耐震診断・耐震改修とは何ですか。 

Ｑ１０：耐震診断・耐震改修は、どのように行うのですか。 

Ｑ１１：耐震診断を行う人は、どのような方ですか。 

Ｑ１２：耐震診断を行う人を紹介してください。 

Ｑ１３：自分たちでも簡易診断ができると聞いたことがありますが、どのようにすれば良い 

のですか。 

Ｑ１４：耐震改修工事は、どのような工法がありますか。 

Ｑ１５：耐震改修工事の期間は、どのくらいでしょうか。 

Ｑ１６：耐震改修にかかる費用と県等からの補助額を教えてください。 



 2

 

Ｑ１：過去にどのような地震があって、被害を受けたのですか。 

Ａ１：阪神・淡路大震災等の被害状況を説明します。 

・阪神・淡路大震災は都市直下型地震であり、この震災の特徴として家屋倒壊等による圧死が、死亡

者の約 8 割以上でした。この震災では、発災後 15 分以内に死者の 9 割以上の方が家屋や家具の倒

壊により亡くなりました。体重の 4 倍荷重で胸部を圧迫されると、多くの人が 10 分以内に死亡す

るという調査報告もあります。(出典：内閣府ホームページ防災情報のページ、平成20年度広報防災） 

・住宅の倒壊は生活再建に困難を来す被災者を発生させると共に、緊急輸送道路や避難路の閉塞、出

火・火災延焼による被害拡大の要因にもなりました。 

・建物被害は、昭和 56 年以前に立てられたものに集中しました。 

・住宅の耐震化は、災害直後の死傷者と住宅被害を減少させるとともに、その後の社会全体のコスト

を 小限に抑える根幹的な政策とされています。（出典：「住宅・建築物の耐震化の促進」、国土交通省、平成

24年3月） 

 

 

 

 

 

 

 

阪神・淡路大震災：炎上する市街地と倒壊した家屋 出典：国土交通省 
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Ｑ２：昭和56年以前の住宅には、なぜ耐震化が必要なのですか。 

Ａ２：建築基準法の変遷を参考に説明します。 

・過去の大震災を教訓に、建築基準法の耐震基準が数回改正されています。その中で、昭和56年の改

正を境に、「旧耐震基準」と「新耐震基準」に大別されます。 

表 建築基準法の変遷 

年代 項目 概要 

大正12年（1923年） 関東大震災  

昭和25年（1950年） 建築基準法・同施行令の制定  

昭和34年（1959年） 建築基準法施行令の改正 ・必要耐力壁の導入、柱や梁等の太さの

規定、土台及び基礎の規定 

昭和43年（1968年） 十勝沖地震  

昭和45年（1970年） 建築基準法施行令の改正 ・必要耐力壁の強化、瓦の緊結化 

昭和48年（1973年） 宮城沖地震  

昭和56年（1981年） 建築基準法施行令の改正【新耐震基

準】 

・必要耐力壁の強化、木造軸組みに面材

壁倍率の導入 

平成7年（1995年） 阪神・淡路大震災  

平成12年（2000年） 建築基準法施行令の改正 ・耐力壁の配置バランスの数量化、引抜

金物の規定、地盤の強さに応じた基礎の

規定 

平成16年（2004年） 新潟県中越地震  

平成23年（2011年） 東日本大震災  

 

・昭和 56 年に導入された新耐震基準は、建築基準法の 低限遵守すべき規準として、中規        

模の地震（震度５強程度）に対しては、ほとんど被害を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模

の地震（震度６強から震度７程度）に対しては、人命に危害をおよぼすような倒壊被害を生じさせ

ないことを目標としています。 

 

・阪神・淡路大震災においては、約２５万棟の住宅が全半壊するなどの甚大な被害を受けましたが、

木造・非木造ともに昭和５６年以前に建築された建築物に多くの被害が見られた一方で、新耐震基

準に適合する建築物の被害は少なかったことから、新耐震基準の妥当性を確認する結果となってい

ます。 

 

（出典：「住宅・建築物の耐震化の促進」、国土交通省、平成24年3月） 
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Ｑ３：南海トラフの巨大地震とは、どのようなものですか。 

Ａ３：南海トラフの巨大地震に関する内閣府の公表内容を説明します。 

・内閣府は平成24年8月29日、「南海トラフの巨大地震に関する津波高・浸水域、被害想定」を公表

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・四国地方における 大震度は6弱～７で、 大震度7の市町村は全体の約6割に及びます（想定：

強震波形４ケースと経験的手法の震度の 大値の分布）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市町村での最大震度 
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最大震度 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

最大震度7 

（58 市町村：全

市町村の61％） 

徳島市、鳴門市、小

松島市、阿南市、吉

野川市、阿波市、美

馬市、三好市、上勝

町、石井町、那珂町、

牟岐町、美波町、海

洋町、北島町、藍住

町，板野町、上板町 

（18市町） 

観音寺市、東かがわ

市、三豊市 

（3市） 

宇和島市、新居浜市、

西条市、大洲市、四

国中央市、西予市、

東温市 

（7市） 

高知市、室戸市、安芸市、南

国市、土佐市、須崎市、宿毛

市、土佐清水市、四万十市、

香南市、香美市、 

東洋町、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、芸西村、本

山町、大豊町、土佐町、いの

町、中土佐町、佐川町、梼原

町、日高村、津野町、四万十

町、大月町、三原村、黒潮町

（30市町村） 

最大震度6強 

（34 市町村、

36％） 

勝浦町、佐那河内村、

神山町、松茂町、つ

るぎ町、東みよし町

（6町） 

高松市、丸亀市、坂

出市、善通寺市、さ

ぬき市、土庄町、小

豆島町、三木町、宇

多津町、多度津町、

まんのう町 

（11市町） 

松山市、今治市、八

幡浜市、伊予市、上

島町、久万高原町、

松前町、砥部町、内

子町、伊方町、松野

町、鬼北町、愛南町

（13市町） 

馬路村、大川村、仁淀川町、

越知町（4町村） 

最大震度6弱 

（3町、3％） 

－ 直島町、綾川町、琴

平町（3町） 

－ － 

計 24市町 17市町 20市町 34市町村 

 

・四国地方が大きく被災するケースでは、死者数が約86,500人に及び、建物倒壊で約24,900人（29％）、

火災で約2,970人（3％）の死亡者が想定されています。 

人的被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（うち屋内収
容物移動・転
倒・屋内落下
物）

徳島県 約5,200 約400 約17,000 約40 約600 － 約23,000 約3,500

香川県 約2,300 約100 約1,000 約20 約70 － 約3,500 約500

愛媛県 約7,400 約400 約2,600 約50 約700 － 約11,000 約1,100

高知県 約10,000 約600 約37,000 約80 約1,600 － 約49,000 約1,400

合計 約24,900 約1,500 約57,600 約200 約2,970 － 約86,500 約6,500

四国地方が大きく被災するケース

死者数（地震動：陸側ケース、津波ケース④、冬深夜、風速8m/s、早期避難率低）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

ブロック塀・
自動販売機
の倒壊、屋
外落下物

合計

（参考）堤
防・水門が
機能不全に
よる増分

建物倒壊

津波
急傾斜地
崩壊

火災
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・建物被害については、四国地方が大きく被災するケースにおいて、建物の全壊が約608,000棟に及

び、そのうち揺れで約411,000棟（68％）が全壊すると想定されています。 

・津波に対し建物内から速やかな避難をするためには、住宅の耐震化が必要です。 

・倒壊家屋は避難路を閉塞する要因になることからも耐震化が求められています。 

表 四国地方が大きく被災するケースでの建物被害（全壊棟数） 

全壊棟数（地震動：陸側ケース、津波ケース④、冬18時・風速8m/s） 

 

揺れ 液状化 津波 
急傾斜地崩

壊 
火災 合計 

(参考)堤

防・水門の機

能不全によ

る増分 

徳島県 約90,000 約4,400 約11,000 約500 約22,000 約128,000 約600

香川県 約37,000 約4,600 約800 約100 約10,000 約53,000 約800

愛媛県 約117,000 約7,400 約10,000 約400 約53,000 約188,000 約1,600

高知県 約167,000 約1,400 約49,000 約1,100 約22,000 約239,000 約1,600

合計 約411,000 約19,200 約70,800 約2,100 約107,000 約608,000 約4,600
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Ｑ４：震度と家屋の倒壊に関係はありますか。 

Ａ４：南海トラフの巨大地震に関する内閣府の公表内容を説明します。 

・揺れによる建物被害を以下のグラフで想定しています。 

・昭和55年（1980年）以前の木造建物は、計測震度6（一般的に言われる「震度」である震度階級6

強に相当）で5～20％程度、計測震度6.5（震度階級7に相当）では50～80％程度が全壊するとさ

れ、昭和56年（1981年）以降の木造建物の計測震度6で0～2％程度、計測震度6.5で 2～15％程

度が全壊と比較すると、倒壊の危険性が大きく異なっており、昭和55年以前の木造建物の耐震化が

より必要なことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造建物の被害率曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非木造建物の被害率曲線 
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表 気象庁震度階級表 

震度階級  計測震度  震度階級  計測震度  

０ 0.5未満 ５弱 4.5以上5.0未満 

１ 0.5以上1.5未満 ５強 5.0以上5.5未満 

２ 1.5以上2.5未満 ６弱 5.5以上6.0未満 

３ 2.5以上3.5未満 ６強 6.0以上6.5未満 

４ 3.5以上4.5未満 ７ 6.5以上 

＊地震情報などにより発表される震度階級は、観測点における揺れの強さの程度を数値化した計測震度か

ら換算されるものです。 

 

Ｑ５：住宅を耐震化すると被害が減るのですか。 

Ａ５：南海トラフの巨大地震に関する内閣府の公表内容を説明します。 

・今回の公表では、被害想定ばかりでなく、防災対策を実施した場合の被害低減を数値化して示して

います。 

・住宅の耐震化を促進することにより、死亡者数が約85％減少させることが示され、非常に有効な防

災・減災方策であることがわかります。被害想定：内閣府 強震波形４ケースのうちの「基本ケース」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
死者数は８５％減 
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Ｑ６：耐震性のない住宅は、どのように見分けるのですか。 

Ａ６：基本的にはＳ56 年 5 月以前に着工された住宅が対象で、それらの住宅については、耐震診断が必

要である旨を説明します。 

・阪神・淡路大震災での建物被害は、昭和 56 年以前に立てられたものに集中しました。もちろん、

昭和 56 年以前に建てられた住宅の中にも、軽微な被害や無被害の建物もありますので、一度耐震

診断を受けることをおすすめします。 

・昭和57年以降の住宅においても被害を受ける可能性があります。腐朽・蟻害、耐力壁不足、接合部

の緊結不良・基礎や地盤の強度不足、屋根が重い等の住宅は注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７：昭和56年5月以前に着工された住宅かどうかの確認方法はありますか。 

Ａ７：建築確認書又は検査済証、登記簿謄本、固定資産課税台帳等で確認できることを説明します。 

・建物の建築年数の確認は、固定資産課税台帳、建築確認書または検査済証、登記簿謄本、建築主と

施工業者等の契約書、設計図の日付、撮影日が確認できる航空写真、古い住宅地図等で行います。 

・建物所有者は、建築確認書または検査済証、建築主と施工業者等の契約書及び設計図（日付）等を

お持ちであれば、すぐに確認できます。 

 

Ｑ８：高齢者ですので、耐震化の必要を感じていませんが、いかがですか。 

Ａ８：命が大切、緊急輸送道路・避難路沿いの住宅の倒壊防止の観点を説明します。 

・何があっても人の命ほど大切なものはありません。子どもさんやお孫さん、身近な方の心配を減ら

せます。 

・緊急輸送道路（または緊急輸送路）は、災害発生直後から必要となる緊急輸送を円滑に行うための

重要な道路をいいます。緊急輸送道路には、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線

道路と知事等が指定する防災拠点を相互に連絡する道路が設定されています。この沿道にお住まい

の方は、自宅の倒壊により緊急輸送道路を閉塞することがないように努めなければなりません。他

の方々のためにも、住宅の耐震化が必要です。 

・避難路沿いの住宅も同様です。避難路の閉塞は多くの人命に関わりますので、住宅の耐震化をお願

いします。 

 

(再掲) 
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Ｑ９：耐震診断・耐震改修とは何ですか。 

Ａ９：耐震診断・耐震改修について、わかりやすく説明します。 

・徳島県リーフレット「あなたの住まいの耐震化を支援します」を参考にします。 

・耐震診断とは、大規模な地震に対してどの程度の安全性があるかを判定するものです。専門家が地

盤や基礎、壁の強さ、壁の配置、劣化度などについて現地調査を行い、上部構造の評価を数値（評

点）で表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：徳島県HP より 

・耐震改修工事とは、地震が起きても建物が倒れにくくなるよう、基礎や壁の補強、劣化箇所の取替

えなどを行う工事です。住宅によって弱点が異なりますので、工事をしなければならない部位が異

なります。 

・各県では、耐震診断・耐震改修を行う際の支援（補助）を用意しています。支援を受けるためには、

要件が必要となります。 
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Ｑ１０：耐震診断・耐震改修は、どのように行うのですか。 

Ａ１０：耐震診断・耐震改修のフローを説明します。事前に、各県の補助制度（ 新のもの）について

調べておくことが必要です。 

・参考として、愛媛県「耐震リーフレット」を以下に示します。 

 
 

Ｑ１１：耐震診断を行う人は、どのような方ですか。 

Ａ１１：建築士であって技術講習を受講したもの又は構造設計一級建築士であり、登録されたものであ

ることを説明します。 

・参考として、現時点の各県における耐震診断の概要を記載します。 

【徳島県】 

・徳島県の支援（補助）を受けて耐震診断及び耐震改修を実施する場合は、木造住宅耐震講習会を

受講し、登録された業者でなければなりません。木造住宅耐震講習会は、耐震診断員・耐震改修

アドバイザー及び耐震改修施工者の養成講習会です。 

【香川県】 

・香川県では、住宅の耐震診断・耐震改修の補助要件として、耐震診断は、「木造住宅耐震対策講習

会」等の技術講習会を受講した建築士が行うこととしています。 

【愛媛県】 

・愛媛県は、木造住宅の耐震診断を行う建物所有者に対する市町の補助制度を支援するため、耐震

診断の実務を行う建築士事務所を「愛媛県木造住宅耐震診断登録事務所」として登録しています。
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この事務所には、講習を受講した「耐震診断技術者」がいます。 

【高知県】 

・耐震診断・耐震改修に関わるものとして、耐震診断士、登録設計事務所（耐震診断士が所属）、登

録工務店（耐震診断士が所属または建築士事務所と連携して登録）があります。これらは、講習会

受講実績と考査を経て登録・公表されます。 

 

Ｑ１２：耐震診断を行う人を紹介してください。 

Ａ１２：各県における耐震診断を行える者のリストを確認しておきます。 

 

 

Ｑ１３：自分たちでも簡易診断ができると聞いたことがありますが、どのようにすれば良いのですか。  

Ａ１３：簡易診断方法を掲載している資料等を紹介します。ただし、正確な診断のためにも、耐震診断

を実施していただきたいことを説明します。 

・「誰でもできるわが家の耐震診断」（国土交通省住宅局監修、財団法人日本建築防災協会）を紹介

します。冊子は下記URL より入手できます。        

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/wagayare/wagayare.pdf 

・高知県ＨＰでは、「誰でもできる我が家の耐震診断」をインターネットで診断できるように工夫さ

れています。 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/wagayare/taisin_flash.html 

・上記診断は、簡易診断ですので、特に昭和56年以前に建築された住宅等は、正確な診断のために

も、耐震診断を実施していただくことをおすすめします。 
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Ｑ１４：耐震改修工事には、どのような工法がありますか。 

Ａ１４：愛媛県「耐震リーフレット」に示される「①強い壁を増やす、②壁をバランスよく配置する、

③柱・梁・筋違いなどを金物などでしっかり緊結する、④床や屋根を補強する（屋根などを軽く

する）、⑤基礎を丈夫にする、⑥土台や柱が腐らないようにする」等で説明します。または、四

国住まいづくり協議会「四国における木造住宅耐震改修事例集」等を参考とします。 

・愛媛県「耐震リーフレット」を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１５：耐震改修工事の期間は、どのくらいでしょうか。 

Ａ１５：木造一戸建てで 2 週間～1 ヶ月程度で、基本的に、工事中の引越しは必要ないことを説明しま

す。 

・一般的な事例として説明します。リニューアル工事と一緒に行う場合は短期間で終わらないこと

もありますので、注意が必要です。 

・一般的な耐震改修工事では、「木造一戸建てで 2 週間～1 ヶ月程度で、工事中の引越しは必要がな

い」ことを説明します。 

 

Ｑ１６：耐震改修にかかる費用を教えてください。 

Ａ１６：費用については、これまでの実績から幅のある回答を説明します。 

・耐震改修費用は、規模や工法等よりますが、一般的に 100～200 万円といわれています。 

・高知県リーフレット「耐震改修のすすめ」では、工事費を以下のように示しています。 
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